
行政評価の主な変更点について 

 

１ 施策評価の基準等の見直し 

（１）指標の達成度を厳格化 

  ⇒ Ａ評価の基準を「９０％超」から「１００％以上」へ見直し，評価を実施 

（２）４つの評価基準に基づく，より多角的・総合的な評価を実施 

 ⇒ 第６次総合計画では２つの施策指標（産出指標・成果指標）を設定するとともに，評価

基準の配点を「指標１」：「市民満足度１」：「主要な構成事業１」から「指標２」：「市民満足

度１」：「主要な構成事業１」に見直し，定量的な評価を重視し客観性を確保 

（３）市民満足度の評価を「基準値（計画策定時）」との比較による評価に変更 

  ⇒ 「前年比」との比較による評価から「基準値（計画策定時）」との比較に変更することで，

計画期間における，トレンドに沿った評価を実施 

 

【第６次総合計画の評価基準】           ※下線部は現行の仕組みからの変更点  

配点 ２５点 ２０点 １５点 

①産出指標の達成度 Ａ 100%以上 Ｂ 70%以上 100%未満 Ｃ 70%未満 

②成果指標の達成度 Ａ 100%以上 Ｂ 70%以上 100%未満 Ｃ 70%未満 

③市民満足度の推移 Ａ 基準値+5%以上 Ｂ 基準値±5%未満 Ｃ 基準値-5%以下 

④主要な構成事業の 

進捗状況 

Ａ ２事業以上が 

「計画以上」 

Ｂ 主に４事業以上が 

「計画どおり」 

Ｃ ２事業以上が 

「計画より遅れ」 

総合評価 

（100 点満点） 

上記①～④の合計点により判定 

順調 

【Ａ評価が２つ以上】 

（Ｃ評価がある場合を除く） 

（90 点以上） 

概ね順調 

（75 点以上 90 点未満）

 

やや遅れ 

【Ｃ評価が２つ以上】 

（Ａ評価が２つある場合を除く）

（75 点未満） 

組み合わせ例 

AAAA ・AAAB・AABB 
AAAC・AACC・AABC 
ABBB・ABBC・BBBB 

BBBC 

ACCC・ABCC・BBCC 
BCCC・CCCC 

※１ ①②設定した指標が２つある場合には，それぞれの評価結果の組み合わせから最終的な評価結果を設定 
Ａ ： 「ＡＡ」 
Ｂ ： 「ＡＢ」，「ＡＣ」，「ＢＢ」 
Ｃ ： 「ＢＣ」，「ＣＣ」 

※２ 「市民満足度」の配点は，市民意識調査の標本誤差が生じる範囲が約±３～±５％であることを考慮し 
て設定 

 
 【第５次総合計画後期計画の評価基準】 

配点 ３３点 ２５点 １５点 

①施策指標の達成度 Ａ 90%超 Ｂ 70%以上 90%以下 Ｃ 70%未満 

②市民満足度の推移 Ａ 前年度 5%以上 Ｂ 前年度±5%未満 Ｃ 前年度-5%以下 

③主要な構成事業の 

進捗状況 

Ａ ２事業以上が 

「計画以上」 

Ｂ 主に４事業以上が 

「計画どおり」 

Ｃ ２事業以上が 

「計画より遅れ」 

総合評価 

（99 点満点） 

上記①～③の合計点により判定 

順調 

【Ａ評価が２つ以上】 

（Ｃ評価がある場合を除く） 

（90 点以上） 

概ね順調 

【主にＢ評価が２つ以上】 

（65 点以上 90 点未満）

 

やや遅れ 

【Ｃ評価が２つ以上】 

（65 点未満） 

 

 

参考資料１ 


